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■一般的な在籍型出向の取り扱い 

○在籍型出向の形態は，労働者供給（※）に該当する

ものですが，下記の①～④等のいずれかの目的が

あるものについては，基本的には，「業として行う」

ものではないと判断されます。 

 

①労働者を離職させるのではなく，関係会社にお

いて雇用機会を確保する。 

②経営指導，技術指導を実施する。 

③職業能力開発の一環として行う。 

④企業グループ内の人事交流の一環として行う。 

 

（※）労働者供給…供給契約に基づいて労働者を他

人の指揮命令を受けて労働に従事させるもの（労

働者派遣（＊）に該当するものを除く。）をいいま

す。労働者供給を「業として行う」ことは，職業安

定法第 44条により禁止されています。 

（＊）労働者派遣法第 2条第 1号の「労働者派遣」

を指します。

 

 

 

■在籍型出向と労働者派遣 

○在籍型出向 

 （形態は労働者供給に該当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

○労働者派遣 

 

 

 

 

 

 

によって，

一定期間継続して勤務することをいいます。な

お、出向期間終了後は出向元企業へ復帰する予定であることが重要です。

出向先企業と出向労働者との間に雇用契約があるため、派遣先と

労働者間の関係が である には該当しません。 

労働者

出向先出向元
出向契約 

雇用関係 
雇用関係 

労働者

派遣先派遣元 労働者派遣契約 

雇用関係 

指揮命令 

関係 
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（資料）厚生労働省：「在籍型出向 “基本がわかる”ハンドブック」 

在籍型出向の活用に関するお問い合わせは、 

               公益財団法人産業雇用安定センター（０２８－６２３－６１８１） 

産業雇用安定助成金に関するお問い合わせは、 ハローワーク宇都宮（０２８－６３８－０３６９） 

○ 在籍型出向を命じるには，労働者の「個別的な同意を得る」か，または「出向先
での賃金・労働条件，出向の期間，復帰の仕方などが就業規則や労働協約等によ
って労働者の利益に配慮して整備されている」必要があるとされています。 

  
○ 労働者に出向を命じることができる場合であっても，出向の必要性，対象労働者

の選定に係る事情等に照らして，その権利を濫用したものと認められる場合は，
その命令は無効となります。（労働契約法第 14 条） 

 
○ 出向を行うにあたっては，その必要性や出向期間中の労働条件等について，労使

の間でよく話し合いを行い，出向に際しては労働者の個別的な同意を得ていくこ
とが望まれます。 

 
○ なお，産業雇用安定助成金や雇用調整助成金といった在籍型出向に対する助成制

度を活用する場合には，出向労働者本人が出向することについて同意しているこ
とが必要です。 

○出向契約においては，以下の事項を定めておくことが考えられます。 

 ◇出向期間 ◇職務内容，職位，勤務場所 ◇就業時間，休憩時間 

  ◇休日，休暇 ◇出向負担金，通勤手当，時間外手当，その他手当の負担 

  ◇出張旅費 ◇社会保険・労働保険 ◇福利厚生の取扱い ◇勤務状況の報告 

  ◇人事考課 ◇守秘義務 ◇損害の賠償 ◇途中解約 ◇その他（特記事項） 

ステップ 1 

ステップ 2 

○労働条件については，以下の項目について明確にする必要があります。これらの労働条件は，
出向に際して出向先企業が明示することになりますが，出向元企業が出向先企業に代わって明
示しても差し支えありません。なお、出向元・出向先企業それぞれ使用者が責任を負います。 

①労働契約の期間 
⑦退職手当の定めが適用される労働
者の範囲，退職手当の決定，計算・
支払方法や支払時期 

⑧臨時に支払われる賃金，賞与等，
最低賃金額 

⑨労働者に負担させる食費，作業用
品など 

⑩安全・衛生 

⑪職業訓練 

⑫災害補償，業務外の傷病扶助 

⑬表彰・制裁 

⑭休職に関する各事項 

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の
基準（期間の定めのある労働契約であって，労働契
約の期間の満了後に，その労働契約を更新する場合
があるときに限る） 

③就業の場所，従事すべき業務 

④始業・就業の時刻，所定労働時間を超える労
働の有無，休憩時間，休日，休暇，労働者を二組
以上に分けて就業させる場合における就業時転
換に関すること 

⑤賃金※の決定，計算，支払いの方法，賃金の締切
りおよび支払いの時期，昇給に関すること 

※退職手当，臨時に支払われる賃金，賞与等を除く 

⑥退職に関すること（解雇の事由を含む） 

ステップ 3 
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同一労働・同一賃金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし，どのような雇用形態を選択して

も待遇に納得して働き続けられるようにすることで，多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。 

 

 

 

⇒非正規雇用労働者（パートタイム労働者，有期雇用労働者，派遣労働者）について，以下の ～ を統一的に整備し

ています。 

１ 不合理な待遇差をなくすための規定の整備 

     同一企業内において，正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で，基本給や賞与などの個々の待遇ごとに，不

合理な待遇差を設けることが禁止されています。同一労働同一賃金ガイドラインにより，いかなる待遇差が不合理な

ものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないか、原則となる考え方と具体例を示しています。 

   ○裁判の際に判断基準となる「均衡待遇」「均等待遇」をパート・有期・派遣で統一的に整備します。 

  （１）パートタイム労働者・有期雇用労働者 

 

 

 

２０２０年４月１日より施行 

（中小企業については２０２１年４月１日より施行） 

目   的 

不合理な待遇の禁止（均衡待遇） 

 パートタイム労働者・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、パートタイム労働者・有

期雇用労働者と通常の労働者（正社員、フルタイム無期雇用者）の職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲（人

材活用の仕組みや運用など）、その他の事情のうち、その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考

慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。 

 ・パートタイム労働者・有期雇用労働者と職務が同一の通常の労働者との間だけでなく、同一の事業主に雇用され

るすべての通常の労働者との間で、不合理と認められる相違を設けることが禁止されています。 

差別的取扱いの禁止（均等待遇） 

 職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲（人材活用の仕組みや運用など）が通常の労働者と同一のパートタイ

ム労働者・有期雇用労働者については、パートタイム労働者・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞

与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。 

 ・2つの要件を満たすパートタイム労働者・有期雇用労働者は、通常の労働者と就業の実態が同じと判断され、基

本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生施設、解雇などのすべての待遇について、差別的に取扱いことが禁止さ

れています。 

ポ イ ン ト  
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２ 労働者に対する待遇に関する説明義務 

  非正規雇用労働者は，「正社員との待遇差の内容や理由」など，自身の待遇について説明を求めることができます。事

業主は，非正規雇用労働者から求めがあった場合は，説明をしなければなりません。 

   事業主が労働者に対して説明しなければならない内容を，パート・有期・派遣で統一的に整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ＡＤＲ)  

  栃木労働局において，無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均等・均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関す

る説明義務」についても，行政ＡＤＲの対象となります。 

   ※行政ＡＤＲ：事業主と労働者との間の紛争を，裁判をせずに解決する手続き 

 

  行政による助言・指導等や行政ＡＤＲの規定をパートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者で統一的

に整備します。 

 

 

 

 

 

 

（資料）厚生労働省：「同一労働同一賃金特集ページ」 

＜雇入れ時＞ 
パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れたときは，本人に対する雇用管理上の措置の内容（賃金，教

育訓練，福利厚生施設の利用，正社員転換の措置等）について，事業主は説明しなければなりません。 
 
＜パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合＞ 

パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあったときは，通常の労働者との待遇差の内容・理由，待遇
決定に際しての考慮事項について事業主は説明しなければなりません。 

 
＜不利益取扱いの禁止＞ 
 事業主は，説明を求めた労働者について，不利益取扱いをしてはいけません。 

●パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の均等・均衡待遇等に関する個別労使紛争については，各
都道府県労働局長の助言や紛争調整委員会の調停制度が利用できます。（無料・非公開） 
 
★調停は、弁護士などの法律の専門家が調停委員となり，高い専門性，公平性，中立性のもとで紛争の解決を図
ります。 
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（２）派遣労働者 

（改正前） 

 

 

（改正後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 

  非正規雇用労働者は，「正社員との待遇差の内容や理由」など，自身の待遇について説明を求めることができるように

なります。事業主は，非正規雇用労働者から求めがあった場合は，説明をしなければなりません。 

   事業主が労働者に対して説明しなければならない内容を，パート・有期・派遣で統一的に整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ＡＤＲ)【※】の規定の整備 

  都道府県労働局において，無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関す 

説明」についても，行政ＡＤＲの対象となります。 

   ※行政ＡＤＲ：事業主と労働者との間の紛争を，裁判をせずに解決する手続き 

 

  行政による助言・指導等や行政ＡＤＲの規定をパート・有期・派遣で統一的に整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）厚生労働省：「同一労働同一賃金特集ページ」改正の概要 

 

○以下のいずれかを確保することを義務化。 
（１）派遣先の労働者との均等・均衡待遇 
（２）一定の要件を満たす労使協定による待遇 
※併せて，派遣先になろうとする事業主に対し，
派遣先労働者の待遇に関する派遣元への情報提供
義務を新設します。 

○派遣先事業主に，派遣元事業主が上記（1）（2）
を順守できるよう派遣料金の額の配慮義務を創設 

○均等・均衡待遇規定の解釈の明確化のため，ガイ
ドライン（指針）を策定。 

★派遣労働者の待遇差に関する規定の整備あたっ

ては，「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方

式」の選択制になります。 
＜考え方＞ 
●派遣労働者の就業場所は派遣先であり，待遇に

関する派遣労働者の納得感を考慮する上で，派遣

先の労働者との均等・均衡は重要な観点です。 
●しかし，派遣先の賃金水準と職務の難易度が常

に整合的とは言えないため，結果として，派遣労

働者の段階的・体系的なキャリアアップ支援と不

整合な事態を招くこともあり得ます。 
●こうした状況を踏まえ，以下の２つの方式の選

択制とします。 
 １）派遣先の労働者との均等・均衡待遇 
 ２）一定の要件を満たす労使協定による待遇 

派遣労働者と派遣先労働者の待遇差⇒配慮義務規定のみ 

＜雇入れ時＞ 【フルタイムの有期雇用労働者については新設】 
パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れたときは，本人に対する雇用管理上の措置の内容（賃金，教

育訓練，福利厚生施設の利用，正社員転換の措置等）について，事業主は説明しなければなりません。 
 
＜パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合＞【新設】 

パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあったときは，正社員（無期雇用フルタイム労働者）との待
遇差の内容・理由，待遇決定に際しての考慮事項について事業主は説明しなければなりません。 

 
＜不利益取扱いの禁止＞【指針→法律に格上げ】 
 事業主は，説明を求めた労働者について，不利益取扱いをしてはいけません。 

●パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の均等・均衡待遇等に関する個別労使紛争については，各
都道府県労働局の紛争調整委員会で「調停」ができます。（無料・非公開） 
 
★弁護士や大学教授，家庭裁判所家事調停委員，社会保険労務士などの労働問題の専門家が調停委員となり， 
高い専門性，公平性，中立性のもとで紛争の解決を図ります。 
 

★「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても，「調停」の対象となります。 
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テレワークは、新型コロナウイルス感染症対策としても、多くの企業において新たに実施される

ようになりましたが、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応し

た働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方であり、働き方改

革の推進の観点からも、その導入・定着を図ることが重要です。 

厚生労働省では「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を策定（令和

3年 3月）し、使用者が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことのできる形での

良質なテレワークを推進しています。 

 
 

 

 
 

 所属する勤務先から離れて，自宅を就業場所とする働き方です。就業形態によって，雇用型テレワークと自営

型テレワークがあります。在宅勤務というと，まったく出社しないで，毎日自宅で仕事をするイメージを持つ人

も多いと思います。しかし，日本で在宅勤務を導入している企業では，週 1～2日の頻度で実施する場合が一般的

です。 

   最近では，一日の一部を在宅勤務で行う，「部分在宅勤務（部分利用）」を導入している企業も少なくありませ

ん。子どもの学校のＰＴＡに出席する場合や役所への手続きをする場合など，半日休暇や時間休暇と組み合わせ

ることにより，従業員の利便性が高まります。また，早朝に海外との Web 会議をして，子どもを保育園に送って

から遅めの出社をするという働き方もできます。 

  

 

 移動中の交通機関や顧客先，カフェ，ホテル，空港のラウンジなどを就業場所とする働き方です。営業職など

頻繁に外出する業務の場合，隙間時間・待機時間に効率的に業務を行うことができます。 

 また，直行・直帰を活用すれば，わざわざオフィスに戻って仕事をする必要がなく，ワーク・ライフ・バラン

ス向上にも効果があります。 

 

 

本拠地のオフィスから離れたところに設置した部門共用オフィスで就業する施設利用型の働き方です。サテラ

イトオフィスには専用型と共用型があります。 

専用型は自社や自社グループ専用で利用するサテライトオフィスです。営業活動中や出張の際に立ち寄って利

用する，在宅勤務の代わりに自宅近くのサテライトオイスで勤務する，などの働き方があります。自社の事業所

の中に社内サテライトオフィスを設置する場合と既存の事業所とは別に設置する場合があります。 

共用型は，社内専用ではなく，複数の企業や個人事業主が共用するオフィスです。最近ではシェアオフィスま

たはコワーキングスペースと呼ぶ場合もあります。当初は，フリーランスや起業家の利用が多かったのですが，

最近は企業がこれらの施設と契約して，従業員に利用させるケースも増えつつあります。 
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国土交通省が 2016 年に実施した「平成 28年度テレワーク推進調査」によると，共用型サテライトオフィス

（テレワークセンターともいいます）は，全国で 1904 カ所あります。東京都に 624 カ所（33％）となってお

り，首都圏および大都市での立地が多いことが分かります。 

 

 

モバイルワークの生産性向上効果は分かりやすいでしょう。営業職やシステムエンジニアの場合，テレワーク

を活用して顧客からの問い合わせに迅速に対応できます。顧客先で，在庫状況や技術的質問を受けた場合を想定

してください。その場でタブレットから会社のサーバーにアクセスし，即座に回答できるのと，会社に帰ってか

ら顧客に連絡するのとではスピード感が全く異なります。 

また，本人が回答できない質問を受けた場合でも，Ｗｅｂ会議システムで社内の専門家を呼び出して対応する

ことも可能です。システムエンジニアやデザイナーなどの専門家が営業担当者と同行しなくて済むことにより，

コストと労働時間を大幅に削減できます。 

テレワークで働きやすい環境を整備することにより，優秀な人材の採用もしやすくなります。特に最近の女子

学生は結婚後も働き続けられる企業を選ぶ傾向にあり，在宅勤務制度などワーク・ライフ・バランスに配慮した

企業の人気は高くなりつつあります。横浜の社員数 39 名の電機工事会社では，テレワーク導入以前は新卒を募

集してもせいぜい数人程度しか応募がありませんでした。ところが，募集要項に在宅勤務・モバイル勤務可能と

記載したことにより，現在では 300 人以上の応募があるようになりました。 

テレワークは社員の離職防止にも効果があります。内閣府の調査では，第一子を出産したあとに離職する女性

の比率は 47％。会社にとって，せっかく教育し仕事に慣れてきたベテラン社員が離職するのは大きなマイナス

です。就業者本人にとってもキャリアを積み，これから活躍の場が広がる時期に離職するのはとてももったいな

いことです。在宅勤務制度があれば，産休明けに在宅勤務を有効に活用することにより，就業を継続しやすくな

ります。              出典：内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書 平成 25 年度版」

テレワークはワーク・ライフ・バランス向上に有効です。テレワークを利用することによって，通勤に必要だ

った時間を自己啓発や健康管理のための睡眠，家族と共に過ごす時間に利用することができます。また，在宅勤

務の場合は，保育園のお迎えに行きやすくなったり，介護や家事の時間を確保しやすくなったりします。 

テレワークはコスト削減にも有効です。テレワークの導入と併せてオフィスをフリーアドレス化すれば，オフ

ィス賃料や電力をはじめとするオフィス関連コストを削減できます。フリーアドレスとは，オフィスの勤務者が

固定席を持たずに，毎日任意の席を座ることができる仕組みのこと。在籍率の低いオフィスでは，人数よりも席

数を減らすことにより，大幅にスペースを削減可能となります。 

企業の 
テレワーク 
導入効果 

１
業務生産

性

向上
２

新規雇
用・ 離
職防止

３
社員のワー
ク・ライ
フ・バラン

ス向上

４
コスト削

減/

節電

５
事業継続性

確保

（BCP対
策）
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テレワークは事業継続性の確保にも有効です。自然災害や新型インフルエンザなどのパンデミック発生時な

ど，普段から在宅勤務をしていれば，非常事態が発生しても在宅勤務で事業継続が可能となります。東日本大震

災後の首都圏の交通機関の混乱時でも，ＩＴ企業や外資系の企業といったテレワーク導入企業の多くが在宅勤務

をすることにより，支障なく業務継続できました。 

（資料）厚生労働省：「テレワーク総合ポータルサイト」 

 

 

 

 

●人材確保等支援助成金（テレワークコース） 

良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の 

観点から効果をあげる中小企業事業主を支援します。 

 お問合せ先 栃木労働局雇用環境・均等室 ℡ 028(633)2795 
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◆入所申込みができる基本的要件 

  保護者が次のいずれかの保育を必要とする事由に該当し，支給認定を受けること 

①就労の場合（月６４時間以上の就労を常態としている）  ②出産の場合 

③保護者の病気等の場合  ④同居親族の介護・看護の場合  ⑤就学・技能習得の場合 

⑥災害にあった場合  ⑦虐待等があった場合  ⑧求職活動の場合 

⑨その他お子さまを保育できない特別な理由がある場合 

◆開所時間 

  おおむね午前７時から午後７時まで（時間は園によって異なる場合あり） 

◆利用者負担額（保育料） 

  原則，父母それぞれの市町村民税所得割課税額を合算して算定 

 

 

ホームページ 

  https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kosodate/hoiku/index.html 

宇都宮市 保育  検索 

 

 

  
 

 

◆お預かり場所 

  宇都宮市民プラザ ゆうあいひろば内（馬場通り 4-1-1 うつのみや表参道スクエア 6階） 

◆利用時間 

  午前９時～午後６時（年末年始を除く） 

◆利用料金 

  １時間８００円 

◆利用申込み 

  利用する前日の正午までに電話で予約 

 

 

ホームページ 

  https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kosodate/hoiku/ichiji/1004030.html 
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◆対象 

  市内在住の乳幼児～小学 6年生。 

  ※ただし，「お迎えサービス」については，市内の保育園などに通っている就学前のお子さんのみ 

◆受入施設 

済生会宇都宮病院 

病児保育施設 

おはなほいくえん 

12 ○ ○ 
宇都宮市竹林町 941-3 

（０２８－６７８－９６００） 

福田こどもクリニック ４ ○  
宇都宮市下砥上町1545-20 

（０２８－６５９－８８５０） 

ひばり保育園 ３ ○ ○ 
宇都宮市竹林町 550-2 

（０２８－６２７－１３１６） 

宇都宮東病院病児保育室 

どんぐり病児保育室 
４ ○ ○ 

宇都宮市平出町 435 

（０２８－６７８－６７８８） 

ひばりクリニック 

病児保育かいつぶり 
５ ○ ○ 

宇都宮市徳次郎町 365-1 

（０２８－６６５－８８９７） 

インターパーク倉持呼吸器内科 

ちびっこの保育園病児室 
３ ○  

中島町７６５－１ 

（０２８－６５３－５６６９） 

◆利用料金 

  日額２,５００円（昼食・おやつ代を含む） 

  ※生活保護世帯・市民税非課税世帯は日額０円 

  ※「お迎えサービス」におけるタクシー利用に伴う交通費等の実費については徴収なし 

◆利用申込み 

  事前に，上記の受入施設に電話予約 

  ※「お迎えサービス」の利用には，事前登録が必要 

 

 

ホームページ 

  https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kosodate/shien/1004050.html 

宇都宮市 病児保育  検索 
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◆受入施設 

栃木県済生会宇都宮乳児院 （宇都宮市竹林町９４５－１） 

児童養護施設 きずな （宇都宮市睦町３－７） 

児童養護施設 ネバーランド （鹿沼市下奈良部町１－８１） 

児童養護施設 下野三楽園 （宇都宮市下小池町１９４） 

児童養護施設 氏家養護園 （さくら市氏家１０６０） 

児童養護施設 養徳園 （さくら市喜連川１０２５） 

児童養護施設 あかつき寮 （真岡市東郷８０８） 

ファミリーホーム はなの家 （非公表） 

◆利用可能期間 

  原則，１カ月につき７日以内 

◆利用料金 

 ・２歳未満児 ５，３５０円 

 ・２歳以上児 ２，７５０円 

  ※ただし，生活保護世帯及び市民税非課税世帯は，費用の一部を減免する制度あり 

◆利用申込み 

  下記「お問い合わせ先」に電話で申込み 

 

 

ホームページ 

  https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kosodate/shien/1004040.html 

宇都宮市 子育て支援短期入所  検索 
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◆会員の種類と条件 

依頼会員 
育児の援助を受けたい方で，市内に在住・在勤でおおむね生後６か月～小学校６年生ま

でのお子さんを養育している方 

協力会員 育児の支援を行いたい方で，市内に在住し心身共に健康で子育てに熱意と意欲のある方 

両方会員 依頼会員・協力会員の両方を兼ねる方 

  ※協力・両方会員になるためには，保育に関する講習会（３日間）に参加していただきます。（講習会の詳細については，お問い合わ

せください。） 

 

◆支援内容 

 ・保育園，幼稚園の開始前・終了後にお子さんをお預かり 

 ・保育園，幼稚園の送り迎え 

 ・留守家庭児童会終了後にお子さんをお預かり 

 ・乳幼児を連れて出かけにくい時（冠婚葬祭，病院，参観日）等にお子さんをお預かり 

 ・病気が治っても集団生活がまだ難しい時などにお子さんをお預かり 

  ※その他資格取得や研修の時など，お子さんを持つすべての方が援助を受けられます。 

◆報酬等に関する主な基準 

 ・月曜日から金曜日までの午前７時～午後７時まで：１時間当たり７００円 

 ・土・日曜日・祝日及び年末年始並びに上記以外の時間：１時間当たり８００円 

◆申込先 

  下記「お問い合わせ先」まで電話連絡 

 

 

ホームページ 

  https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kosodate/shien/1004052.html 

宇都宮市 ファミリーサポートセンター  検索 
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◆開設時間 

月曜日～金曜日 放課後～午後７時 

土曜日 午前７時３０分～午後７時 

（学校長期休業時）月曜日～土曜日 午前７時３０分～午後７時 

◆利用申込み 

  直接，各子どもの家等に問い合せ 

 

 

ホームページ 

  https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/shogaigakushu/1012031/1006548.html 

宇都宮市 子どもの家  検索 

 

 

  
 

 

◆開設時間（原則） 

  月曜日～金曜日：午前１０時～正午（学校長期休業中を除く）   

  ※詳しくは，ホームページ参照 

 

 

ホームページ 

  https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/shogaigakushu/1012031/1006549.html 

宇都宮市 子どもの家 子育て支援事業  検索 
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両立支援等助成金 ■男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場環境整備を行い，男性

に育児休業等を取得させる。 

■介護支援プランを作成し、労働者に介護休業取得・職場復帰させる、介護のため

の柔軟な就労形態の制度を導入し、利用させる。 

■育休復帰支援プランを作成し，労働者に育児休業取得・職場復帰させる，育児休

業代替要員を確保する，または子の看護休暇等の制度を導入し，利用させる。 

■女性活躍推進のための行動計画に基づいた取組目標または数値目標を達成する。 

■不妊治療のために、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に

休暇制度・両立支援制度を利用させる。 

■新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導によ

り、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に有給の休暇制度を設けて取得させ

る。 

■新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴い、子供の世話をす

るために仕事を休まざるを得ない労働者に対して有給の休暇を取得させる。 
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 不妊や不妊治療に関することは，その従業員のプライバシーに属することです。従業員自身から相談や報告

があった場合でも，本人の意思に反して職場全体に知れ渡ってしまうことなどが起こらないよう，プライバシ

ーの保護に配慮する必要があります。 

 また，職場での従業員の意に反する性的な言動（性的な事実関係を尋ねる，性的な冗談やからかい等）は，

セクシュアルハラスメントになる可能性がありますので注意が必要です。 

 

 不妊治療は，頻繁に通院する必要があるものの，１回の治療にそれほど時間がかかるわけではありません。

このため， 

●通院に必要な時間だけ休暇をとることができるよう，年次有給休暇を時間単位で取得できるようにする 

●不妊治療目的で利用できるフレックスタイム制を導入して，出退勤時間の調整ができるようにする 

など，柔軟な働き方を可能とすることによって仕事との両立をしやすくする取組のほか，不妊治療のための休

暇（休職）制度を設けたり，治療費の補助や融資を行うなど，独自の取組を行っている企業もあります。 

 

＜両立支援等助成金 不妊治療両立支援コースが創設されました！＞ 

不妊治療のために、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立

支援制度を利用させる。 

  お問い合わせ先 栃木労働局雇用環境・均等室（０２８－６３３－２７９５） 
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◆支援内容・申込先 

職場で 

健康講座 

専門職が各事業所等

に出向き，食生活や歯

科，運動，メンタルヘ

ルスに関する講話や

実技を行う 

市内事業所

（複数事業所

等を集めた研

修会での申込

みも可） 

無料 
申込み団体で

用意 

 

健康教室 

管理栄養士や保健師

が事業所に出向き，講

話を行う（内容は応相

談） 

事業所（人数

制限なし） 
有料 

申込み事業所

で用意  

 

 

 

 

  
 

 

◆支援内容・申込先 

市内の事業所（受診

者概ね２０人以上） 

胃がん，肺がん，大腸

がん，乳がん，子宮が

ん，前立腺がん検診な

ど 

・出張費用：無料 

・検診費用：自己負担 

※検診費用は検診の項目により異

なります。 
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◆支援内容・申込先 

メンタルヘルス 

個別訪問支援 

メンタルヘルス対

策促進員が事業所

を訪問し，メンタル

ヘルス対策導入を

支援 

無料 随時 

 

精神保健福祉相談 

こころの健康に関

する不安や悩みな

どについて，精神科

医師・精神保健福祉

士が面接により相

談に応じる 

無料 

原則，毎月第２・第４水曜日 

午後１時３０分～午後４時 

（要予約） 

 

こころの健康相談 

こころの健康に関

する不安や悩みな

どについて，保健

師・精神保健福祉士

が電話・面接により

相談に応じる 

無料 

平日，午前８時３０分～午後

５時１５分 

（面接は要予約） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「労働安全衛生法」の改正により， において，

られています。（平成２７年１２月から適用） 

◆ストレスチェック制度の目的は， 

 ・労働者自身のストレスへの気づきを促すこと 

 ・集団分析等を，ストレスの原因となる職場環境の改善につなげること 

 などにより，労働者のメンタルヘルス不調を「未然防止」することです。 

◆ストレスチェック制度の実施手順など，詳しくは下記までお問い合わせください。 
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◆支援内容・申込先 

健康診断結果に基づく医師からの意見聴取 

 

脳・心疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導 

長時間労働者に対する面接指導 

個別訪問による産業保健指導 

 

 

 

 

 

  
 

 

◆支援内容・お問い合わせ先 

禁煙外来（医療機

関での禁煙治療） 

専門の医師のアドバイス及び禁煙補助薬を処方 

※一定の条件を満たすと，医療機関での禁煙治療に健

康保険が適用されます。 

※詳しくは，市ホームページをご覧ください。 

 

うつのみや 

禁煙応援薬局 

身近な薬局で，禁煙を希望する人に，専門の薬剤師が禁

煙方法や禁煙に関わる経費などの説明のほか，禁煙成

功に向けた支援を行う 

※詳しくは，市ホームページをご覧ください。 

 

ホームページ 

  https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kenko/kenkodukuri/joho/1004469.html 

宇都宮市 たばこと健康  検索 

 

 

 

22



 

  
 

 

◆病気と仕事の両立支援について 

 ・「治療と仕事の両立支援」をする場合は，人事労務管理担当者や産業保健スタッフによる組織的な支援，

および，治療と仕事を両立する意思がある労働者の上司や同僚の深い理解が欠かせません。 

 ・厚生労働省では，「治療と仕事の両立支援」を進めようとする事業所向けに，専用サイトやガイドライン，

補助金などの支援メニューをご用意しておりますので，ぜひご活用ください。 

◆専用サイト 

  「治療と仕事の両立支援ナビ」 

   ※下記 URL よりアクセスできます。 

◆ガイドライン 

  「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」 

   ※下記 URL よりダウンロードできます。 

◆助成金 

  治療と仕事の両立支援助成金（環境整備コース・制度活用コース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              令和３年３月改訂版 

 

 

  但し、助成金については、労働者健康安全機構（０５７０－７８３０４６）又は栃木産業保健総合支援セ

ンター（０２８－６４３－０６８５） 

ホームページ 

  https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/about/index.html（治療と仕事の両立支援ナビ） 

治療と仕事の両立支援ナビ  検索 
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雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場

合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整（休業）」を実施する事業主に対

して、休業手当などの一部を助成するものです。 

また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。 

下記ホームページでは、令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの緊急対応期間における制度の概要

について紹介されています。 

通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。 

厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 

雇用調整助成金  検索 

 

 

時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。 

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びその まん延防止の

措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金（休業手当）を受けることができなかった方に

対し、支給します。 

下記の項目についてホームページで説明されています。 

休業支援金・給付金とは 
制度概要、支給対象、申請期限、支給額の算定方法について説明し

ています。 

申請手続 申請方法、必要な書類について説明しています。 

リーフレット  休業支援金・給付金の各種リーフレットを掲載しています。 

参考資料 休業支援金・給付金の Q&A、支給要領を掲載しています。 

お問い合わせ先  休業支援金・給付金のコールセンターをご案内しています。 

支給実績 休業支援金・給付金の支給実績を掲載しています。 

厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金  検索 
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◆補助内容 

  いわゆるカスタマーハラスメントの防止対策については、厚生労働省をはじめとして、｢顧客等からの著

しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議｣で議論を行うとともに対策を進めています。 

企業向けマニュアル、リーフレット、ポスターも作成しておりますので、是非ご活用ください。 
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◆開催日時（要予約） 

  月・火・水・金曜日 午前９時３０分～午後４時３０分 

  木曜日         午前１０時～午後５時 

◆対象 

  市内在住・在勤または市内に就職を希望する求職者・在職者 

◆費用 

  無料 

 

ホームページ 

  https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sangyo/kinrosha/kyushoku/1026780.html 

宇都宮市 キャリア相談  検索 

 

  
 

 

◆開催時期 

  毎月数回（要予約） 

◆対象 

  市内在住・在勤または市内に就職を希望する求職者・在職者 

◆定員 

  ２０名程度（先着） 

◆費用 

  無料 

ホームページ 

  https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sangyo/kinrosha/kyushoku/1026779.html 

宇都宮市 就職セミナー  検索 
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◆開催回数（予定時期） 

  年３～４回（５月末，９月末，１月末頃を予定） 

◆対象 

  ２０２０年３月大学等卒業予定者及び既卒３年以内の方，３５歳未満の若年求職者 

◆費用 

  無料 

 

ホームページ 

  http://we-tochigi.sakura.ne.jp/tochijob/  

とちぎジョブネット  検索 

 

 

 

  
 

 

◆開催回数 

  年数回 

  詳細は，下記までお問い合わせください。 

◆費用 

  無料 
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◆総合相談 

  一般相談，出張相談 

◆企画事業 

  ライフプラン支援講座，地域デビュー講座，シニア講演会，出前講座など 

ホームページ 

   https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/koureisha/sanka/1004338.html 

宇都宮市 みやシニア活動センター  検索 

 

 

 

  
 

 

◆費用 

  年会費２，０００円（登録時に納付，年度途中の新規入会者については入会時期により，５００ 

            ～２,０００円，継続者は毎年５月頃納付） 

◆入会手続き 

  下記まで直接問い合わせ（月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分） 

ホームページ 

   https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/koureisha/service/1004288.html 

宇都宮市 シルバー人材センター  検索 
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◆費用 

  無料 

ホームページ 

   https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kosodate/hitorioya/1004093.html 

宇都宮市 母子・父子自立支援員  検索 

 

 

 

 

  
 

 

◆補助内容 

受講にかかった費用の６０％ 
 上限額：２００，０００円×修学年数（上限４年） 

 下限額： １２，００１円 

ホームページ 

   https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/koureisha/service/1004288.html 

宇都宮市 自立支援教育訓練給付金  検索 
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◆対象資格 

  看護師，介護福祉士，保育士などの国家資格やこれに準じる市長が認めた資格 

◆支給対象期間 

  修業する期間の全期間（上限 ４年） 

◆補助内容 

訓練促進給付金 

・非課税世帯：月額１００，０００円 

（修業最終年度：月額１４０，０００円） 

・課 税 世 帯：月額 ７０，５００円 

（修業最終年度：月額１１０，５００円） 

訓練修了支援給付金 
・非課税世帯：５０，０００円 

・課 税 世 帯：２５，０００円 

ホームページ 

   https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kosodate/hitorioya/1004086.html 

宇都宮市 高等職業訓練促進給付金  検索 
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   管理者は，従業員モラルの維持向上，生産性の向上，コンプライアンスの観点から労務管理に取り組む必要が

あります。 

  ＜従業員のモラル＞ 

   従業員が働きやすい環境（物心両面で）の形成 

  ＜生産性の向上＞ 

   業務量に対して適切な人員配置  

  ＜コンプライアンス＞ 

   関連法規の遵守による企業リスクの回避 

 

 

    会社のルールの上位概念として，法及び労働協約があり，管理監督者にとって必須の基本的知識となってい

ます。 

労働者の働く条件を規定した法律。雇用区分に関わらず，全労働者に適

用される最低労働条件。 

会社と労働組合が労働条件等について合意した約束事をまとめたも

の。 

会社が労働条件，及び服務規律を統一的に管理するために作成した規

則。常時１０名以上の労働者を使用している事業場では，作成の上，労

働基準監督署長に届け出なければならない。（就業規則の変更も同様） 

労働者が使用者に対し労働力を提供し，使用者はその対価として賃金

を支払う契約。 
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   労働基準法は，労働者の労働条件の最低条件を定めた法律であり，労働者（パートタイマーを含む）を使用す

る全ての事業所に適用されます。 

 

   労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効となります。 

   ⇒ 無効になった部分は，労働基準法に定める基準が適用されます。 

 

 

通貨で，全額を，毎月１回以上，一定期日に，直接労働者へ 

１日８時間，１週間に４０時間以内 

毎週１回の休日か，４週間を通じて４日以上の休日を付与 

法定の労働時間を超えて労働させる場合は，従業員代表または労働組

合と事前に協定の締結が必要※ 

 

   ※時間外労働や休日出勤は，会社と従業員代表が書面による協定を締結し，これを労働基準監督署に届け出る

ことによって可能となります。 

    これを３６協定（時間外労働，休日労働に関する協定書）と呼びます。 
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   会社が労働条件，及び服務規律を統一的に管理するために作成した規則。 

 

   就業規則は事業所ごとに設置し，従業員がいつでも閲覧できるようにしておきます。 

 

   就業規則は労働者の代表の意見を聞いたという客観的な証拠と共に労働基準監督署長へ届け出ることによって

成立します。 

 

   始業・就業の時刻，休憩時間，休日，休暇，賃金（計算方法・締め日・支払い日・昇給），退職に関する項目

等，労働条件についての定めを記載 

   ＜主な就業規則・規定＞ 
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   労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善そのた経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組

織する団体又はその連合団体を言います。 

 

 

   会社から独立した組織であり，会社と労働組合は対等関係です。 

   ※会社が労働組合の活動に干渉することは，「不当労働行為」として法により禁じられています。 

 

   労働者を代表して，労働条件等について，会社と協議し，その維持向上を図ることが主な役割です。 

 

   会社と労働組合が合意した内容は，「労働協約」として明文化されます。 

   労働協約も就業規則と同じく，事業所に設置して閲覧できるようにしてください。 
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  使用者が労働者を採用するときは，賃金，労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりま

せん。  

  明示された労働条件が事実と相違している場合，労働者は即時に労働契約を解除することができます。  

   の場合，就業のために住居を変更した労働者が，契約解除の日から 14日以内に帰郷する場合，使用者

は必要な旅費等を負担しなければなりません。 

 

①労働契約の期間 

②有期労働契約を更新する場合の基準 

③就業の場所・従事する業務の内容 

④始業・終業時刻，所定労働時間を超える労働の

有無，休憩時間，休日，休暇，交替制勤務をさ

せる場合は就業時転換に関する事項 

⑤賃金の決定，計算・支払いの方法，賃金の締め

切り・支払いの時期に関する事項 

⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①退職手当の定めが適用される労働者の範囲，退

職手当の決定，計算・支払いの方法，支払いの

時期に関する事項 

②臨時に支払われる賃金，賞与などに関する事項 

③労働者に負担させる食費，作業用品その他に関

する事項 

④安全・衛生に関する事項 

⑤職業訓練に関する事項 

⑥災害補償，業務外の傷病扶助に関する事項 

⑦表彰，制裁に関する事項 

⑧休職に関する事項 

 

   栃木労働局では，従業員を雇用する際に作成が必要となる「労働条件通知書」の作成様式をご用意しておりま

す。下記ホームページよりダウンロード（ワード版）できますので，ぜひご利用ください。 

 

ホームページ 

  https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi.html 

 

  

＋ 

 昇給の有無  退職手当の有無  

 賞与の有無  相談窓口（相談担当者の氏

名，役職，相談部署等） 

（パートタイム労働法第６条） 
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・労働契約の期間は，期間の定めのないものを除き，一定の事業の完了に必要な時間を定めるもののほかは，３

年（特定の業務に就く者を雇い入れる場合や，満６０歳以上の者を雇い入れる場合には５年）を超えてはいけ

ません。【労働基準法第１４条】 

・また，期間の定めのある労働契約については，厚生労働大臣が定める「有期労働契約の締結，更新及び雇止め

に関する基準」に基づき，労働基準監督署は，使用者に対し，必要な助言・指導を行います。【有期労働契約

の締結，更新及び雇止めに関する基準】 

・法定の労働時間は原則として１日８時間，１週間４０時間です。【労働基準法第３２条】 

※ １０名未満の商業・サービス業などは特例措置あり。また，変形労働時間制を採用した場合も，特定の日・

週について法定労働時間を超えて労働させることができます。 

・労働時間が６時間を超える場合は４５分以上，８時間を超える場合には１時間以上の休憩を労働時間の途中に

与えなければなりません。【労働基準法第３４条】 

・毎週少なくとも１日の休日か，４週間を通じて４日以上の休日を与えなければなりません。【労働基準法第３

５条】 

※ 上記の法定休日に労働させる場合には，『３６協定』の締結・届出と３割５分増しの割増賃金を支払う必要

があります。【労働基準法第３６条・３７条】 

  法定休暇…法律で使用者に義務付けられている休暇（年次有給休暇，生理休暇，産前産後休暇，育児・介護

休暇） 

  法定外休暇…会社が独自の方針で付与する休暇（慶弔休暇，結婚休暇，リフレッシュ休暇など） 

 

 ＜年次有給休暇＞ 

    ６か月間継続勤務し，全労働日の８割以上出勤した労働者 

     １０日間の有給休暇を与えなければなりません。【労働基準法第３９条】 

継続勤務年数 
(週所定労働日数が
５日以上又は週所
定労働時間が３０
時間以上) 

６か月 １年６か月 ２年６か月 ３年６か月 ４年６か月 ５年６か月 
６年６か月 

以上 

付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 
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  認定職業訓練を受ける未成年者（第７２条）で に該当する労働者を除く 

継続勤務年数 ６か月 １年６か月 ２年６か月 ３年６か月 ４年６か月 ５年６か月以上 

付与日数 １２日 １３日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

 

    ６か月間継続勤務し，全労働日の８割以上出勤した労働者 

   所定労働日数に応じて，次のとおり比例付与されます。 

 週所定 

労働 

日数 

１年間の 

所定労働日数 

継 続 勤 務 年 数 

6か月 
1年 

6か月 

2 年 

6か月 

3 年 

6か月 

4年 

6 か月 

5 年 

6 か月 

6 年 6 か月

以上 

付

与

日

数 

４日 169～216 日 ７日 ８日 ９日 10日 12日 13 日 15 日 

３日 121～168 日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 10 日 11 日 

２日 73～120日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

１日 48～72 日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 

※ 2019 年 4月 1日以降、全ての企業において、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して年５

日の年次有給休暇を取得させることが義務となっています。 

 

・法定労働時間を超える時間外労働には『３６協定』といわれる労使協定を監督署に届けるなどの手続きが必要

になります。なお，時間外，深夜（原則として 

午後１０時～午前５時）に労働させた場合には２割５分以上，法定休日に労働させた場合には３割５分以上の割

り増し賃金を支払わなければなりません。  

・さらに，１か月に６０時間を超える時間外労働については，割り増し賃金率が５割以上（ただし中小企業につ

いては，2023 年 4月から）の割増賃金を支払わなければなりません。【労働基準法第３６条・３７条】 

・「退職に関する事項」については，退職の理由及び手続き，解雇の理由等を具体的に記載することになってい

ます。【労働基準法第１５条・８９条】 

・定年制を設ける場合は，６０歳を下回ってはならないことになっています。【高年齢者雇用安定法８条】 

・なお，定年年齢を６５歳未満に定めている事業主は，以下のいずれかの措置を実施することになっています。 

  ①６５歳までの定年の引き上げ 

  ②６５歳までの継続雇用制度の導入 

  ③定年の廃止 

 ※ ②の「継続雇用制度」とは，雇用している高年齢者を，本人が希望すれば定年後も引き続き雇用する「再

雇用制度」などの制度をいいます。なお，希望者全員を対象とすることになっています。 
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・最低賃金法は，賃金の低廉な労働者について，賃金の最低額を保障することにより，労働条件の改善を図り，

もって，労働者の生活の安定，労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに，国民経済の

健全な発展に寄与することを目的としています。【最低賃金法１条】 

  ・最低賃金には｢地域別最低賃金｣と｢特定最低賃金｣があります。 

地域別最低賃金 
都道府県ごとに，産業や職種にかかわりなく，すべての労働者及び使用者

に適用されます。（臨時，パート，アルバイト等にも適用されます。） 

特定最低賃金 原則，都道府県内の特定の産業について設定されます。 

   ※ 最低賃金に含めない賃金は，「臨時に支払われる賃金，１か月を超える期間ごとに支払われる賃金，時間

外・深夜・休日労働に対して支払われる賃金，精皆勤手当，通勤手当，家族手当」です。 

 

最 低 賃 金 の 件 名 
  最低賃金 

  時間額（円） 
効力発生日 

 

栃木県最低賃金 ８８２円 
令和３年 

１０月１日 

（１８歳未満又は６５歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます） 

塗料製造業 ９９２円 

令和３年 

１２月３１日 

はん用機械器具，生産用機械器具，業務用機械器具製造業 ９３９円 

電子部品・デバイス・電子回路，電気機械器具， 

情報通信機械器具製造業 
９４０円 

自動車・同附属品製造業 ９４７円 

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機 

械器具製造業，医療用機械器具・医療用品製 

造業，光学機械器具・レンズ製造業，医療用 

計測器製造業，時計・同部分品製造業 

９４０円 

各種商品小売業 

 令和３年 10 月１日以降、 

 栃木県最低賃金(時間額８８２円) 

 が適用されます。 

 

 

  栃木労働局 賃金室 （０２８－６３４－９１０９） 
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◆「やさしい労務管理の手引き」とは 

 ・労働者が安心して安全に働くことができ,企業活動を円滑に行えるようにするには，各企業の皆様に，労働関係法

令の内容を正しく理解し，遵守していただくことが必要です。 

 ・厚生労働省では，各企業の皆様向けに，労働基準法を中心とする関係法令を分かりやすくまとめた「やさしい労務

管理の手引き」を作成・発行しておりますので，ぜひご活用ください。 

◆主な掲載内容 

１．労働法について 

  ・労働法と労働契約について 

  ・労働組合法について 

２．労働者を雇い入れるとき 

  ・労働契約を結ぶとき 

  ・就業規則 

  ・各種保険と年金制度 

３．労働条件に関するルール 

  ・賃金 

  ・労働時間と休憩・休日など 

  ・安全衛生及び健康管理 

４．労働関係が終了するとき 

  ・退職 

  ・解雇 

  ・契約期間の満了等による労働契約の終了 

５．働くときのルールについての相談窓口など 

 

   

ホームページ 

  https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html 

やさしい労務管理の手引き  検索 
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・事業主は，女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保できるよう

にしなければなりません。【男女雇用機会均等法第１２条】 

・事業主は，女性労働者から申し出があった場合，原則として，次の回数のとおり，健康診査等の受診時間の確

保をしなければなりません。 

妊娠中 産後（出産後１年以内） 

⇒妊娠２３週まで      ４週間に１回 

⇒妊娠２４週から３５週まで ２週間に１回 

⇒妊娠３６週以後，出産まで １週間に１回 

※ ただし，主治医等がこれと異なる指示をした

場合は，その指示によります。 

主治医等が健康診査等を受けることを指示した

ときは，その指示するところにより，必要な時間

を確保することができるようにしなければなり

ません。 

 

・妊娠中及び出産後の女性労働者が健康診査等を受け，主治医等から指導を受けた場合は，その指導事項を守る

ことができるよう，事業主は，勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。【男女雇用

機会均等法第１３条】 

 ※ 指導事項に応じた措置には，次のようなものが考えられます。 

  ①妊娠中の通勤緩和（時差出勤，勤務時間の短縮等） 

  ②妊娠中の休憩（休憩時間の延長，休憩回数の増加等） 

  ③妊娠中または出産後の症状等への対応（作業の制限，勤務時間の短縮，休業等） 

 ※ 主治医等の具体的な指導がない場合や必要な措置が不明確な場合は，事業主は，女性労働者を介して主治

医等と連絡を取り，産業医等の産業保健スタッフに相談するなどして適切な措置を講じて下さい。 

 ※ 主治医等の指導を的確に事業主に伝えることができるように，「母性健康管理指導事項連絡カード」が定

められています。同カードの様式は，厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。ま

た，ほとんどの母子健康手帳に様式が記載されているので，それをコピーして使うことができます。 

  （https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000763976.pdf） 

・産前は女性が請求した場合に６週間（多胎妊娠の場合は１４週間），産後は原則として８週間，女性を就業さ

せることはできません。ただし，産後６週間経過後に本人が請求し，医師が支障ないと認めた業務については

就業させることができます。【労働基準法第６５条】 

 

  ・妊娠中の女性が請求した場合には，他の軽易な業務に換えなければなりません。【労働基準法第６５条】 

 

 

  ・妊産婦等を妊娠，出産，哺育等に有害な業務に就かせることはできません。【労働基準法第６４条の３】 
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  ・変形労働時間制がとられる場合にも，妊産婦が請求した場合には，１日及び１週間の法定労働時間を超えて労

働させることはできません。【労働基準法第６６条】 

  ・妊産婦が請求した場合には，時間外労働，休日労働または深夜業をさせることはできません。【労働基準法第

６６条】 

  ・女性労働者が妊娠・出産したことを退職理由とする定めをしたり，女性労働者が妊娠・出産，または産前休業

を請求したこと，その他の妊娠または出産に関する事由を理由として，解雇その他の不利益取扱いをしてはな

りません。【男女雇用機会均等法第９条】 

  ＜不利益取扱いの例＞ 

     解雇，雇止め 

     減給，賞与等の不利益な算定 

     退職の強要，一方的な契約内容の変更 

     不利益な配置の変更 

     降格                など 

  ※ 妊娠中・出産後１年以内の女性労働者を解雇することは，事業主が，その解雇が妊娠・出産等が理由でない

ことを証明しない限り無効となります。 

  ・事業主は，妊娠・出産等に関する上司・同僚からの職場でのハラスメントの防止措置を講じなければなりませ

ん。【男女雇用機会均等法第１１条の２】 
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【育児・介護休業法第５～９条】

対象 １歳に満たない子を養育する男女労働者（※１） 

期間・回数 
期間：原則として，子が１歳に達するまでの連続した期間（※２） 

回数：原則として，子１人につき１回（※３） 

手続き 
申出方法：必要な事項を記載した書面（事業主が認める場合は，ファクスまたは電子メ

ールでも可能）を原則として休業開始予定日の１カ月前までに事業主に提出 

    ※１ ◆日々雇用者は除きます。 

      ◆労使協定で対象外にできる労働者 

        ・勤続１年未満の労働者 

        ・１年（１歳以降の育児休業の場合は，６か月）以内に雇用関係が終了する労働者 

        ・週の所定労働日数が２日以下の労働者 

       ◆雇用期間の定めのある労働者であっても，申出時点において，次の①，②のいずれにも該当する者は育児休業の対象となりま

す。 

        ①同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上であること。 

        ②子が１歳 6か月（２歳までの休業の場合は２歳）に達する日までに労働契約が満了し，更新されないことが明らかでないこ

と。 

    ※２ ◆パパ・ママ育休プラス 

        両親がともに育児休業をするなど一定の要件を満たす場合は，原則１歳までから１歳２か月までに延長できます（ただし，育児

休業の期間〔女性の場合は出産日と産後休業と育児休業を合計した期間〕は１年間が限度）。 

      ◆１歳６ヶ月までの育児休業の延長 

        子が１歳以降，保育所に入れないなどの一定の要件を満たす場合は，子が１歳６ヶ月に達するまでの間，育児休業を延長するこ

とができます。 

      ◆２歳までの育児休業の延長 

        子が 1歳６ヶ月以降も、保育所等に入れないなどの一定の要件を満たす場合は、さらに６ヶ月、最長子が２歳に達するまでの

間、育児休業を延長することができます。 

    ※３ ◆配偶者の出産後８週間以内の期間内に，父親等が育児休業を取得した場合には，特別な事情がなくても，再度の取得が可能で

す。 

  ・生後満１年に達しない子を育てる女性は，休憩時間のほか，１日２回各々少なくとも３０分，その子を育てる

ための時間を請求できます。【労働基準法第６７条】 

  ・事業主は，育児を行う一定範囲の労働者から請求があった場合には，所定外労働をさせてはいけません。【育児・

介護休業法第１６条の８】 

対 象 ３歳に満たない子を養育する男女労働者（※１） 

請求方法 
１回の請求につき，１カ月以上１年以内の期間について，開始予定日の１カ月前までに

書面等で請求する。（請求回数の制限なし） 

   ※１ 日々雇用者，労使協定により適用除外となる労働者（勤続１年未満の労働者，週の所定労働日数が２日以下の労働者）は請求する

ことができません。 
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  ・事業主は，育児を行う一定範囲の労働者から請求があった場合には，１か月について２４時間，１年について１

５０時間を超える時間外労働（法定時間外労働）をさせてはいけません。【育児・介護休業法第１７条】 

対 象 小学校就学前の子を養育する男女労働者（※１） 

請求方法 
１回の請求につき，１カ月以上１年以内の期間について，開始予定日の１カ月前まで

に書面等で請求する。（請求回数の制限なし） 

    ※１ 日々雇用者，勤続１年未満の労働者，週の所定労働日数が２日以下の労働者は請求できません。 

  ・事業主は，育児を行う一定範囲の労働者から請求があった場合には，深夜（午後１０時～午前５時）において労

働をさせてはいけません。【育児・介護休業法第１９条】 

対 象 小学校就学前の子を養育する男女労働者（※１） 

請求方法 
１回の請求につき，１カ月以上６カ月以内の期間について，開始予定日の１カ月前ま

でに書面等で請求する。（請求回数の制限なし） 

    ※１ 以下に該当する労働者は対象外となります。 

       ①日々雇用される労働者 

       ②勤続１年未満の労働者 

       ③保育ができる同居の家族がいる労働者 

        保育ができる同居の家族とは，１６歳以上であって， 

        ア．深夜に就労していないこと（深夜の就労日数が 1か月につき３日以下の者を含む） 

        イ．負傷，疾病または心身の障害により保育が困難でないこと 

        ウ．産前産後でないこと 

        のいずれにも該当する者をいう。 

       ④週の所定労働日数が２日以下の労働者 

       ⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者 

  ・事業主は，３歳未満の子を養育する労働者のために，１日の所定労働時間を原則６時間とする短時間勤務の措

置を講じなければなりません。（※１）【育児・介護休業法第２３条】 

   ※１ 日々雇用者，１日の労働時間６時間以下の労働者，労使協定により適用除外となる労働者（勤続１年未満の労働者，週の所定労働日数

が２日以下の労働者等）は請求できません。 

      事業主は，小学校就学前までの子を養育する労働者についても，①育児休業制度，②短時間勤務制度，③時差出勤の制度等の必要な措

置を講ずるよう努めなければなりません。【育児・介護休業法第２４条第１項】 

  ・小学校就学前の子を養育する労働者は，事業主に申し出ることにより，負傷や疾病にかかった子の看護または

子に予防接種・健康診断を受けさせるために，休暇を取得することができます。【育児・介護休業法第１６条の

２～１６条の３】 

対 象 小学校就学前の子を養育する労働者（※１） 

期 間 
１年に５日まで(対象となる子が２人以上の場合は１０日まで) 

１日又は時間単位で取得が可能 

手 続 き 申出方法：口頭でも可能 

   ※１ 日々雇用者，労使協定により適用除外となる労働者（勤続６か月未満の労働者，週の所定労働日数が２日以下の労働者）は請求す

ることができません。事業主は，業務の繁忙等を理由に，看護休暇の申し出を拒むことはできません。 
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  ・事業主は，労働者を転勤させようとする場合には，その育児の状況に配慮しなければなりません。【育児・介護

休業法第２６条】 

・事業主は，育児休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として，労働者に対して解雇そ

の他不利益な取扱いをしてはなりません。【育児・介護休業法第１０条，１６条の４】

  ・また，所定外労働の制限，時間外労働の制限，深夜業の制限，短時間勤務制度（所定労働時間の短縮措置）につ

いても同様です。 

  ・事業主は，育児休業・介護休業等に関する上司・同僚からの職場でのハラスメントの防止措置を講じなければな

りません。【育児・介護休業法第２５条】 
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【育児・介護休業法第１１～１５条】

対象 要介護状態（※１）にある対象家族（※２）を介護する労働者（※３） 

期間・回数 
期間：対象家族１人につき，通算９３日まで 

回数：対象家族１人につき，３回 

手続き 
申出方法：必要な事項を記載した書面（事業主が認める場合は，ファクスまたは電子メ

ールでも可能）を原則として２週間前までに事業主に提出 

    ※１ ◆「要介護状態」とは，負傷，疾病または身体上もしくは精神上の障がいにより２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする

状態を言います。。 

    ※２ ◆「対象家族」とは，配偶者（事実婚を含む），父母，子，配偶者の父母，祖父母，兄弟姉妹及び孫を言います。 

    ※３ ◆雇用期間の定めのある労働者であっても，申出時点において，次の①，②のいずれにも該当する者は介護休業の対象となりま

す。 

        ①同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上であること 

        ②介護休業開始予定日から９３日を経過する日から 6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し，更新されないことが明ら

かでないこと 

  ・要介護状態にある対象家族の介護等を行う労働者は，事業主に申し出ることにより，介護，通院等の付き添

い，介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等をするために，休暇を取得することができま

す。事業主は，業務の繁忙等を理由に，介護休暇の申出を拒むことはできません。【育児・介護休業法第１６

条の５～１６条の６】 

対象 要介護状態の対象家族の介護や世話をする労働者（※１） 

期間 
１年に５日まで（対象家族が２人以上の場合は年１０日まで） 

１日又は時間単位で取得が可能 

手続き 申出方法：口頭でも可能  

    ※１ 日々雇用者，労使協定により適用除外となる労働者（勤続６か月未満の労働者，週の所定労働日数が２日以下の労働者）は請求す

ることができません。 

  ・事業主は，家族介護を行う一定範囲の労働者から請求があった場合には，所定外労働をさせてはいけません。

【育児・介護休業法第１６条の９】 

対 象 要介護状態にある対象家族を介護する労働者（※１） 

請求方法 
１回の請求につき，１カ月以上１年以内の期間について，開始予定日の１カ月前まで

に書面等で請求する。（請求回数の制限なし） 

    ※１ 日々雇用者、労使協定により適用除外となる労働者（勤続１年未満の労働者、週の所定労働日数が２日以下の労働者）は請求する

ことができません。 

48



  ・事業主は，家族介護を行う一定範囲の労働者から請求があった場合には，１か月について２４時間，１年につい

て１５０時間を超える時間外労働（法定時間外労働）をさせてはいけません。 

【育児・介護休業法第１８条】 

対 象 要介護状態にある対象家族を介護する労働者（※１） 

請求方法 
１回の請求につき，１カ月以上１年以内の期間について，開始予定日の１カ月前まで

に書面等で請求する。（請求回数の制限なし） 

    ※１ 日々雇用者，勤続１年未満の労働者，週の所定労働日数が２日以下の労働者は請求できません。 

  ・事業主は，家族介護を行う一定範囲の労働者から請求があった場合には，深夜（午後１０時～午前５時）におい

て労働をさせてはいけません。【育児・介護休業法第２０条】 

対 象 要介護状態にある対象家族を介護する労働者（※１） 

請求方法 
１回の請求につき，１カ月以上６カ月以内の期間について，開始予定日の１カ月前ま

でに書面等で請求する。（請求回数の制限なし） 

    ※１ 以下に該当する労働者は対象外となります。 

       ①日々雇用される労働者 

       ②勤続１年未満の労働者 

       ③介護ができる同居の家族がいる労働者 

        介護ができる同居の家族とは，１６歳以上であって， 

        ア．深夜に就労していないこと（深夜の就労日数が１か月につき３日以下の者を含む） 

        イ．負傷，疾病または心身の障がいにより介護が困難でないこと 

        ウ．産前産後でないこと 

        のいずれにも該当する者をい言います。 

       ④週の所定労働日数が２日以下の労働者 

       ⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者 

  ・事業主は，要介護状態にある対象家族を介護する労働者のために，次のいずれかの措置を講じなくてはなりま

せん。【育児・介護休業法第２３条】 

 

 

    ※ 介護のための勤務時間の短縮等の措置が受けられる日数は，対象家族１人につき、利用開始の日から連続する３年以上の期間で２回

以上です。 

      事業主は，介護休業制度又は勤務時間の短縮等の措置の内容について，介護を必要とする期間，回数，対象となる家族の範囲等につ

いて配慮し，法で定められた最低基準を上回るものとするよう努めなければなりません。【育児・介護休業法第２４条第２項】 

  ・事業主は，労働者を転勤させようとする場合には，その家族の介護の状況に配慮しなければなりません。【育

児・介護休業法第２６条】 

①短時間勤務制度          ②フレックスタイム制度   

③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ  ④介護サービス費用の助成等 
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  ・事業主は，介護休業や介護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として，労働者に対して解雇その他

不利益な取扱いをしてはなりません。 

  ・また，所定外労働の制限，時間外労働の制限，深夜業の制限，勤務時間の短縮等の措置についても同様です。 

  ・事業主は，育児休業・介護休業等に関する上司・同僚からの職場でのハラスメントの防止措置を講じなければ

なりません。【育児・介護休業法第２５条】 
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    ●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 

育児休業と産後パパ育休の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を

講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましいです。 

 

 

 

 

 

 

   ●妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 

   本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下

の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。 

※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。 

周 知 事 項  

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度 

② 育児休業・産後パパ育休の申し出先 

③ 育児休業給付に関すること 

④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき 

社会保険料の取り扱い 

個 別 周 知 ・ 

意向確認の方法 
① 面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 

※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和 4年 10 月１日から対象。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 施 行  

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 

② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等（相談窓口設置） 

③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 

④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 

（育児休業の場合） 

(1) 引き続き雇用された期間が１年以

上 

(2) １歳６か月までの間に契約が満了 

 することが明らかでない 

現  行

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに

※無期雇用労働者と同様の取り扱い 

（引き続き雇用された期間が１年未満の労

働者は労使協定の締結により除外可）  

※※育児休業給付についても同様に緩和 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日  
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産後パパ育休（R4.10.1～） 

育休とは別に取得可能 

育休制度 

（R4.10.1～） 

育休制度 

（現行） 

対 象 期 間  

取得可能日数 

子の出生後８週間以内に 

４週間まで取得可能 

原則子が１歳 

（最長２歳）まで 

原則子が１歳 

（最長２歳）まで 

申 出 期 限  原則休業の２週間前まで
※１

 原則１か月前まで 原則１か月前まで 

分 割 取 得  分割して２回取得可能 
分割して 

２回取得可能 
原則分割不可 

休業中の就業 

労使協定を締結している場合に限

り、労働者が合意した範囲
※２

で休

業中に就業することが可能 

原則就業不可 原則就業不可 

１ 歳 以 降

の  

延 長  

 
育休開始日を 

柔軟化 

育休開始日は１

歳、１歳半の時点

に限定 

１ 歳 以 降

の  

再 取 得  

 

特別な事情がある場

合に限り 

再取得可能
※３

 

再取得不可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 1 0 月 １ 日 施 行  

※１ 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で 

定めている場合は、１か月前までとすることができます。 

※２ 具体的な手続きの流れは以下①～④のとおりです。 

   ①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出 

   ②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示（候補日等がない場合はその旨） 

   ③労働者が同意 

   ④事業主が通知 
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なお、就業可能日等には上限があります。 

 ●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分 

 ●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満 

例）所定労働時間が１日８時間、１週間の所定労働日が５日の労働者が、 

  休業２週間・休業期間中の所定労働日 10 日・休業期間中の所定労働時間 80 時間の場合 

  ⇒ 就業日数上限５日、就業時間上限 40 時間、休業開始・終了予定日の就業は８時間未満 

休業開始日 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目  13 日目 休業終了日 
４時間 

休 休 ８時間 
６時間 

休 
休  

休 
６時間 

休 休 ４時間  休 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産後パパ育休も育児休業給付（出生時育児休業給付金）の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数

が最大 10日（10日を超える場合は就業している時間数が 80時間）以下である場合に給付の対象となります。 

注：上記は 28日間の休業を取得した場合の日数・時間。休業日数が 28 日より短い場合は、その日数に比例し

て短くなります。 

※育児休業給付については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。 

育 児 休 業 等 を 理 由 と す る 不 利 益 取 り 扱 い の 禁 止 ・ ハ ラ ス メ ン ト 防 止  

育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な

取り扱いを行うことは禁止されています。今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申

し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁

止されます。 

また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。 

従業員数 1,000 人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年１回公表することが義

務付けられます。 

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」と省令で定

める予定です。 
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   「障害者差別解消法」が，平成２８年４月に施行となり，民間事業者においては，「障がい者に対する

不当な差別的取扱い」が法的に禁止され，「合理的配慮の提供」が努力義務と規定されました。事業者

には合理的配慮の法的義務はありませんが，同じ事業者などが，繰り返し障がいのある人の権利侵害

に当たるような差別を行い，改善が期待できない場合には，民間事業者の事業を担当する大臣より，

報告，助言・指導，勧告といった行政措置が取られる場合があります。 

＜禁止＞ 

不当な差別的取扱い 

障がいを理由として，財・サービスや各種機会の提供を拒否，制

限，条件付けするなど，障がい者の権利利益を侵害すること 

＜努力義務＞ 

合理的配慮の義務 

障がい者の活動等の妨げとなる「社会的障壁」を取り除くために必

要な配慮をすること（※ただし，その実施に伴う負担が過重な場合

を除く） 

 

   平成２８年４月１日から，「障害者雇用促進法」が改正されました。概要は，以下のとおりです。 

    

     募集・採用，賃金，配置，昇進などの雇用に関するあらゆる局面で，障がい者であることを理由と

する差別が禁じられています。 

 

     事業主は，合理的配慮として，たとえば以下のような措置を過重な負担にならない範囲で提供する

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

    事業主は，障がい者に対する差別や合理的配慮の提供に係る事項について，障がい者である労働者

から苦情の申し出を受けたときは，自主的に解決をすることが努力義務とされています。 

     自主的な解決が図れない場合は，都道府県労働局長が当事者からの求めに応じ，必要な助言，指

導はまたは勧告を事業主又は障がい者に対して行うとともに，必要と認めるときは第三者による調

停を行わせます。 

 

 

  

【募集・採用時】 
 ・視覚障がいがある方に対し，点字や音声などで採用試験を行うこと 
 ・面接時に，知的は発達等障がいがある方に対し，就労支援機関の職員等の同席を認めること 
【採用後】 
 ・知的障がいがある方に対し，図などを活用した業務マニュアルを作成したり，業務指示は内

容を明確にして一つずつ行うなど，作業手順を分かりやすく示すこと 
 ・精神障がいがある方等に対し，出退勤時刻・休暇など，通院・体調に配慮すること 
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  ・すべての事業主には，法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。 

  ・対象となる事業主は，従業員を４５．５人以上雇用する事業主です。 

  ・毎年６月１日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。 

  ・障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりま

せん。    

   ※２０２１年３月から０．１％引き上げられました。 

 

  【参考】算定基準 

週所定労働時間 ３０時間以上 
２０時間以上 

３０時間未満 

身体障がい者  １ ０．５ 

 重度 ２ １ 

知的障がい者  １ ０．５ 

 重度 ２ １ 

精神障がい者 １ ０．５（※） 

   ※ 精神障がい者である短時間労働者で，①かつ②を満たす方については，１人をもって１人とみなす。 

      ①新規雇い入れから３年以内の方または，精神障害者保険福祉手帳取得から３年以内の方 

      ②２０２３年３月３１日までに雇い入れられ，精神障害者保健福祉手帳を取得した方 
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  ・常時雇用する労働者数が１００人を超えるすべての事業主について，「障害者雇用納付金」の申告が義

務化されています。 

  ・申告の結果，法定雇用障がい者数（常用雇用労働者の総数に法定雇用率を乗じた数（小数点切捨て））

を下回っている場合は，申告と同時に納付金を納めることになります。 

  ・また，法定雇用障がい者数を超えている場合は，申請により，調整金の支給を受けられることがあり

ます。 

  ・なお，納付金が発生しない場合（ゼロ申告）においても「障害者雇用納付金」の申告は必要となりま

す。 

   

 

   ・前年度の１年間（１２か月分）について，常用雇用労働者数と雇用障がい者数を申告します。 

   ⇒納付金額＝（法定雇用障がい者数－雇用障がい者数）の各月合計数×１人当たり５０，０００円 

      

   ・雇用する障がい者数が法定雇用障がい者数を超える事業主は，調整金の支給申請ができます。 

   ⇒調整金額＝（雇用障がい者数－法定雇用障がい者数）の各月合計数×１人当たり２７,０００円 

・・・調整金の支給申請に当たっては，除外率（※）が適用されません。このため，法定雇用率（２．

２％）を超えており，納付金額が０円であっても調整金申請ができない場合があります。 

   ※ 障がい者の就業が一般的に困難であると認められる業種について，雇用する労働者数を計算する際に，業種ごとに決めら

れた除外率に相当する労働者数を控除するもの 

  

   ・常用雇用労働者数が１００人以下で，雇用障がい者数が一定数を超えている事業主は報奨金の支給申

請ができます。 

   ⇒報奨金の額＝（下記Ｂ－Ａ）×１人当たり２１,０００円 

  

 

 

   ・在宅就業障がい者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し，支払った業務の対価に応じた額を，申

請に基づき支給します。 

 

 

 

Ａ：「各月ごとの常用雇用労働者数の合計数×４／１００」又は「７２」のいずれか多い数 

Ｂ：各月ごとの雇用障がい者数の合計数 
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  ・事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し，一定の要件を満たしているとの厚生労

働省大臣の認可を受けた場合には，その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているも

のとみなして，実雇用率を算定できる制度です。 

 

＜特例子会社認定の要件＞ 

親会社の主な要件 子会社の主な要件 

子会社の意思決定機関（株主

総会等）を支配していること 

①株式会社または有限会社であること 

②親会社からの役員派遣，従業員の出向等人的交流が緊密であること 

③雇用される障がい者（身体障がい者，知的障がい者及び精神障がい

者（「精神障害者保健福祉手帳」所持者に限る）が５人以上で，かつ

子会社の全従業員に占める割合が２０％以上であること 

④雇用される障がい者に占める重度身体障がい者，知的障がい者及び

精神障がい者（「精神障害者保健福祉手帳」所持者に限る）の割合が

３０％以上であること 

⑤障がい者の雇用管理を適切に行うに足りる能力を有していること

（具体的には，障がい者のための施設の改善，専任の指導員の配置

等） 

⑥その他，障がい者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認め

られること 
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   ・従業員の定年を定める場合は，その定年年齢は６０歳以上とする必要があります。（高年齢者雇用安

定法第 8条）  

   ・定年年齢を６５歳未満に定めている事業主は，その雇用する高年齢者の６５歳までの安定した雇用を

確保するため，「６５歳までの定年の引上げ」「６５歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のい

ずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を実施する必要があります。（高年齢者雇用安定法第９条） 

   ・65 歳から 70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、①70 歳までの定年引

き上げ ②定年制の廃止 ③70 歳までの継続雇用制度の導入 ④70 歳まで継続的に業務委託契約を

締結する制度の導入 ⑤70 歳まで継続的に事業主が自ら実施する社会貢献事業又は事業主が委託、

出資等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入のいずれかの措置を講じるよう努める

必要があります。（高年齢者雇用安定法第１０条の２） 

   ・事業主は，解雇等により離職が予定されている４５歳以上７０歳未満の従業員が希望するときは，求

人の開拓など本人の再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努める必要があります。（高年齢

者雇用安定法第１５条）  

  

   ・事業主は，解雇等により離職が予定されている４５歳以上７０歳未満の従業員が希望するときは，「求

職活動支援書」を作成し，本人に交付する必要があります。（高年齢者雇用安定法第１７条）  

   ・事業主は，毎年 6月 1日現在の高年齢者の雇用に関する状況（高年齢者雇用状況報告）をハローワー

クに報告する必要があります。（高年齢者雇用安定法５２条第１項） 

   ・毎年報告時期になりますと，ハローワークから従業員２０人以上規模の事業所に報告用紙が送付され

ますので，必要事項を記載の上で７月１５日までに返信してください。（電子申請によって報告する

こともできます。） 

  

   ・事業主は，1カ月以内の期間に４５歳以上７０歳未満の者のうち 5人以上を解雇等により離職させる

場合は，あらかじめ，「多数離職届」をハローワークに提出する必要があります。（高年齢者雇用安定

法第１６条）  

・有期労働契約が繰り返し更新されて通算５年を超えたときは，労働者の申込みにより，期間の定めの

ない労働契約（無期労働契約）に転換できる「無期転換申込権」が発生します。（労働契約法）  

   ・ただし，高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者と，定年後引き続き継続雇用される有期雇用労

働者については，一定の条件と手続きのもとで，「無期転換申込権」が発生しない特例があります。
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（専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法） 

 

 

 

 

・４について 

  栃木労働局雇用環境・均等室（０２８－６３３－２７９５） 
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・外国人の方は，出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）で定められている在留資格の範囲

内において，我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は，外国人の方を雇い入れる際に

は，外国人の方の「在留カード」等により，就労が認められるかどうかを確認してください。  

   ＜日本で就労する外国人のカテゴリー＞ 

就労目的で在留が認められる者 いわゆる「専門的・技術的分野」：教授，高度専門職，経営・

管理，法律・会計業務，医療，研究，教育，介護，特定技能

１号・２号など 

身分に基づき在留する者 「定住者」（主に日系人），「永住者」，「日本人の配偶者等」

など 

技能実習 技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。 

特定技能 人手不足分野を補うことが目的。 

特定活動 ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者，ワーキン

グホリデーなど 

資格外活動 留学生のアルバイト等 

 

・外国人労働者を雇用する事業主は，外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用

に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ，その雇用する外国人がその有する能力を有効に

発揮できるよう，職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとと

もに，解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。（労働施策推進法第７条） 

  ・事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については，労働施策推進法第８条に基

づき，厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するため

の指針（以下「外国人指針」という）」（平成１９年厚生労働省告示第２７６号）に定められています。 

 

・労働施策推進法に基づき，外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう，外国人（※）を雇用する

事業主には，外国人の雇入れ，離職の際に，その氏名，在留資格などについて確認し，ハローワークへ

届け出ることが義務づけられています（労働施策推進法第２８条）。 

  ・詳細は，下記ホームページでご確認ください。 

 

 ホームページ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.

html 
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   国では，求職者の方々がこれから就職し，働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識につい

て分かりやすくまとめたハンドブック「知って役立つ労働法」を作成・発行しております。 

   下記ホームページからダウンロードできますので，ぜひご活用ください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 同ホームページに掲載される『これってあり？～まんが知って役立つ労働法Ｑ＆Ａ～』を併せて読んで

いただくと，よりイメージが掴めます。 

 

 

ホームページ 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html 

知って役立つ労働法  検索 

 

 

 

・労働契約を結ぶとき 

・就業規則を知っていますか 

・安心して働くための各種保険と年金制度 

・労働条件が違っていたら 

・賃金についてのきまり 

・労働条件と休憩・休日についてのきまり 

・安全で快適な職場環境のために 

・仕事を辞めるには（退職） 

・仕事を辞めさせられるとは（解雇） 

・基本手当 

・職業訓練，訓練期間中の生活保障 

・多様な働き方（派遣社員，契約社員，パートなど） 

・就職の仕組み 

・働く人のための相談窓口 
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・２０歳～６０歳の全ての居住者が国民年金に加入。 

・原則，６５歳から老齢給付を支給。 

・障害給付，遺族給付についても支給。 

・全ての居住者が加入。 

・現物給付が原則。一部現金給付あり。 

・原則，全ての被用者が加入。 

・失業した場合，教育訓練を受けた場合等に給付。（倒産・解雇等により失業した

場合，最高３３０日給付。） 

・原則，労働者を使用する全ての事業が加入。 

・労働災害が発生した場合に，労働者等に対して給付。（現物給付・現金給付） 

 

  
 

  ・国民皆年金（無収入者も対象） 

  ・２０歳～６０歳までの全居住者を対象とした国民年金（基礎年金）と被用者年金の二階立て 

  ・賦課方式 

  ・現役世代は全て国民年金の被保険者となり，高齢期になれば，基礎年金の給付を受ける。（１階部分） 

  ・民間サラリーマンや公務員は，これに加え，厚生年金または共済年金に加入し，基礎年金の上乗せと

して報酬比例年金の給付を受ける。（２階部分） 

  ・このほか，個人や企業の選択で，厚生年金基金などに加入することができる。（３階部分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei01/index.html 

  

〔    会 社 員    〕 〔公務員など〕 〔第２号被保険者の

被扶養配偶者〕 
〔 自営業者など 〕 

１
階
部
分 

３
階
部
分 

２
階
部
分 

第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者 
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  ・国民全員を公的医療保険で保障。 

  ・医療機関を自由に選べる。（フリーアクセス） 

  ・安い医療費で高度な医療。 

  ・社会保険方式を基本としつつ，皆保険を維持するため，公費を投入。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般・低所得者     現役並み所得者 

 

 

ホームページ   

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html 

 

自営業者，年金生活

者，非正規雇用者等 

中小企業の 

サラリーマン 

大企業の 

サラリーマン 

公務員 

65 歳 

70 歳 

75 歳 

70 歳 

6 歳 
(義務教育 
就学前) 

※高額療養費制度 
  家計に対する医療費の自己負担が過重なものと

ならないよう，月ごとの自己負担限度額を超えた場合

に，その超えた金額を支給する制度。 

 

＜一般的な例：被保険者本人（３割負担）のケース＞ 

窓口負担 

30 万円 

医療費 100万円 

高額医療費として支給 
30万円－87,430 円＝212,570 円 

自己負担額 

80,100 円＋（1,000,000 円－267,000 円）×１％ 
＝87,430 円 
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  １労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生

じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業

をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業給付及び育児休業給付を支給。 

２失業の予防、雇用状況の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の

増進を図るための二事業を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。 

   労働者を雇用する事業は，原則として強制的に適用されます。 

   次に該当する労働者は，事業所規模に関わりなく，原則として全て雇用保険の被保険者となります。 

   ① １週間の所定労働時間が２０時間以上であること 

   ② ３１日以上の雇用見込みがあること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html 

  

雇用保険 

失業等給付 

求職者給付 
一般被保険者に対する 

求職者給付 

基本手当 

技能習得手当 

寄宿手当 

受講手当 

通所手当 

傷病手当 

 

特例一時金 

 

就業促進手当 

再就職手当 

就業促進定着手当 
就業手当 
常用就職支度手当 

移転費 

求職活動支援費 

広域求職活動費 
短期訓練受講費 

 

 

介護休業給付 

高年齢被保険者 
に対する求職者給付 

短期雇用特例被保険者 
に対する求職者給付 

日雇労働被保険者 
に対する求職者給付 

就職促進給付 

教育訓練給付 

雇用継続給付 

雇用保険二事業 

能力開発事業 

雇用安定事業 
教育訓練給付金 

育児休業給付 

育児休業給付金 
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   労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり，病気に見舞われたり，あるいは不幸にも死亡さ

れた場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 

   また，労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。 

   原則として，日本国内で労働者を使用する全ての事業に適用されます。 

  ・適用事業に使用される全ての労働者は，国籍に関係なく，労災保険法による保護を受けます。 

  ・適用は事業単位で行われ，保険料は全額事業主負担です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ  

  https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei13.html 

療養（補償）給付 

休業（補償）給付 

傷病（補償）給付 

障害（補償）給付 

障害（補償）一時金 

遺族（補償）年金 

遺族（補償）一時金 

葬祭料（葬祭給付） 

介護（補償）給付 

二時健康診断等給付 

常時または随意介護 
を要する場合 

脳・心臓疾患に 
関する異常所見 

保険給付 

社会復帰促進等事業 社会復帰促進事業 

被災労働者等援護事業 

安全衛生確保事業 

労災保険 

障がいが残った場合 
その程度に応じ 

被災労働者が 
死亡した場合 

療養のため 
休業する場合 

67



 

68



 

69



 

 

相談趣旨 主な内容 お問い合わせ先 

労働問題全般（賃金・労働時間・解

雇・雇止め・退職・ハラスメントな

ど） 

宇都宮労働基準監督署総合労

働相談コーナー 

栃木労働局雇用環境 

・均等室 

 

633-4257 

633-2795 

栃木県 宇都宮労政事務所 626-3052 

宇都宮市 商工振興課 632-2446 

栃木県社会保険労務士会 647-2028 

法定労働条件の確保・改善，事業所

に対する監督指導等に関すること 
栃木労働局 監督課 634-9115 

最低賃金・最低工賃，賃金等の統計

調査等に関すること 
栃木労働局 賃金室 634-9109 

左記法令に関すること 
栃木労働局 

雇用環境・均等室 
633-2795 

外国人労働者の労働条件等に関す

ること 

栃木労働局 

外国人労働者相談コーナー 
634-9115 

法律に関すること 
法テラス栃木 0570-078318 

宇都宮市 広報広聴課 632-2022 

職場における労働災害の防止，リ

スクアセスメントの推進，労働者

の健康診断など 

栃木労働局 健康安全課 634-9117 

労働者（退職者含む）の健康診断及

び健康管理手帳制度について 
栃木労働局 健康安全課 634-9117 

労災補償制度について 栃木労働局 労災補償課 634-9118 

労働安全衛生法に基づく建築物等

の解体等（届出・解体作業方法・作

業環境等），労災補償等 

宇都宮労働基準監督署 633-4251 

生活習慣病や健康づくり 宇都宮市保健所 健康増進課 626-1128 

エイズ，肝炎，難病，結核，精神保

健福祉等に関する相談 

宇都宮市保健所 保健予防課 626-1114 

とちぎ難病相談支援センター 623-6113 

職場におけるストレス及びメンタ

ルヘルスの不調に関すること 
栃木県 宇都宮労政事務所 626-3053 

労働者数５０人未満の事業場の事

業者や労働者からの健康相談 
宇都宮地域産業保健センター 622-1880 

就職活動の悩みに関すること（学

生及び卒業後３年以内の者） 
宇都宮新卒応援ハローワーク 678-8311 
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相談趣旨 主な内容 お問い合わせ先 

求人・求職の相談・申込み 

各種雇用情報の提供 

ハローワーク宇都宮 638-0369 

 

マザーズコーナー 
623-8609 

宇都宮新卒応援ハローワーク 678-8311 

就職・転職等についての相談 
とちぎジョブモール 623-3226 

宇都宮市 商工振興課 632-2446 

臨時的かつ短期的な就業，その

他の軽易な業務に係る就業 
 633-5300 

雇用関係のトラブルの解決に関

すること 

宇都宮地方裁判所 621-2111 

栃木県労働委員会事務局 623-3337 

障がい者・高齢者の雇用促進に

関すること 

独立行政法人 高齢・障害・求

職者雇用支援機構栃木支部 
650-6226 

外国人雇用のルールについて  623-8609 

労働者派遣についての総合的な

相談 
栃木労働局 需給調整事業室 610-3556 

ひとり親家庭の方の相談 
公益財団法人 栃木県ひとり

親家庭福祉連合会 
665-7806 

障がい者の方の相談 栃木障害者職業センター 637-3216 

 

 

相談趣旨 主な内容 お問い合わせ先 

厚生年金・健康保険の加入等の

手続き，年金の手続き 

宇都宮東年金事務所 683-3211 

宇都宮西年金事務所 622-4281 

健康保険の給付等及び特定健

診・特定保健指導 

全国健康保険協会 栃木支部 

（協会けんぽ） 
616-1691 

雇用保険の手続き等 ハローワーク宇都宮 638-0369 

労災保険の給付等 栃木労働局 労災補償課 634-9118 

国民年金の加入，脱退等の手続

き 
宇都宮市 保険年金課 632-2327 

国民健康保険の加入，脱退等の

手続き 
宇都宮市 保険年金課 632-2320 

所得税や法人税について 宇都宮税務署 621-2151 
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宇都宮市経済部商工振興課労政グループ 

〒３２０－８５４０ 宇都宮市旭１丁目１番５号 

ＴＥＬ：０２８－６３２－２４４６ 

ＦＡＸ：０２８－６３２－５４２０ 

E-mail：u2310@city.utsunomiya.tochigi.jp 


